
令和７年度現役学生による「心惹かれる企業」情報発信業務委託 

仕様書 
 
１ 委託業務名 
  令和７年度現役学生による「心惹かれる企業」情報発信業務委託 
 
 
２ 業務の目的・趣旨 
  大学生が就職に当たって興味関心のあることについて，本県の大学生が地元企業

を取材し，就職した若手社員の声，就職後のキャリア形成，企業の特色等，その内
容を記事や動画にまとめ県内外の大学生に向けて情報発信を行うことで，鹿児島で
働き暮らすことに魅力を感じてもらい，県内就職・定着を促進する。 

 
 
３ 業務委託内容 
(1) 「かごしま企業魅力発掘サポーター（以下「学生サポーター」）」による県内

企業取材の補助・事務局の運営 
 

①  学生サポーターの募集取りまとめ 
     ア 対象者 

  県内の大学生１～３年生 
イ 募集人数 

２０～４０名程度  
ウ 募集時期 

令和７年５～６月募集 
    エ 参加賞の設定 
      学生サポーター募集への応募に際して必要と認められる場合，景品表示法

に定める景品類の最高額を超えない範囲において，参加賞としてノベルティ
等景品類の配布等を実施することは構わない。 

    オ 連絡・調整 
      学生サポーターとの連絡・調整等については原則として受託者にて行う。

なお，質問等があった際には県と協議し，県又は受託者から回答を行う。 
 

  ② 取材受入企業の募集取りまとめ 
       ア 対象者 

  県内に事業所を有する企業 
イ 募集企業数 

２０～３０社程度 
※取材企業の選定に関しては，受託者と県で協議の上決定する。 

ウ 募集時期 
令和７年５～６月募集 

    エ 連絡・調整 
      応募のあった企業との連絡・調整等については原則として受託者にて行

う。なお，質問等があった際には県と協議し，県又は受託者から回答を行う。 
オ 決定通知 

取材先としての選定結果については，応募のあった企業に対して県から通 
知を行うこととする。 

 
③ 任命式，取材前研修，報告会の実施 

     学生サポーターを対象とした任命式，取材前研修，報告会を実施する。 
 
   ④  学生サポーターによる企業取材の補助 

ア 取材対象 
           ②で選定した企業 
     ※取材企業の地域バランスを考慮して選定することから，取材先には県内離 

島を含む場合がある。 
イ 取材方法 

学生サポーターは一班につき３～５名程度のグループに分かれ，班ごとに
県内企業（一班あたり３～５社程度）への取材を行う。 



ウ 取材内容 
      県内企業に就職した若手社員等を通じて，仕事のやりがい，一日の仕事の

流れや休日の過ごし方，福利厚生，子育てやキャリア形成，企業の特色，職
場の雰囲気など，鹿児島の企業で働き続けることがイメージできるもの。 

エ 旅費 
学生サポーターの取材旅費については，受託業者から学生サポーターへ支

給する。 
オ 取材実施時期 

令和７年８～９月（学生の活動時間を確保できる夏休み期間）を予定   
カ 謝金等 

企業への取材に際して，学生サポーター，取材を受ける企業及びその他関
係する団体・個人への謝金等の支給は行わないこととする。 

 
⑤ ①②③④に伴う事業管理，各種調整等の事務局運営業務 

   
 (2) 成果物の作成・情報発信 
   ① 企業取材レポート記事の編集・作成 
       ア 内容 

学生サポーターによる企業取材の内容を取りまとめ，各企業の取材レポー
ト記事を作成する。 

    イ 実施時期 
令和７年１２月完成を予定 
 

②   企業取材レポート動画の編集・作成 
ア 学生サポーター又は受託者が撮影した上記(1)②の企業取材内容をまと

め，各企業につき３～５分程度の公開用動画を作成する。 
    イ 実施時期 

令和７年１２月完成を予定 
 

 ③  企業取材レポート記事・レポート動画の情報発信 
ア 上記(2)①②で作成した記事・動画を県が公開（県ホームページ等に掲載）

する際，県内外学生に向けた効果的な発信となるよう鹿児島県に対して協力
・助言を行う。 

   イ 公開時期 
令和８年１月末～２月上旬を予定 

 
   ④ ①②③に伴う事業管理，各種調整等の事務局運営業務 
 

 
４ 履行期限 
    令和８年３月 13 日(金) 
 
５ 成果物等 
  受託者が提出すべき成果物は以下のとおりとする。 

項   目 内   容 
 成果物 

 

 企業取材レポート記事（電子データ） 
 企業取材レポート動画          
 活動終了後の学生サポーターに実施したアンケート結果 

 業務完了報告書  本業務の実施内容を記載した報告書 
 その他  ローデータ， 

 本業務実施にあたって制作した成果物等 
 
６ 著作権等  
  本事業により得られた成果品及び電子データ等，新たに作成したコンテンツに関 

する著作権と，これを構成する素材の著作権（二次的著作物の利用に関する原著作 
者の権利を含む）は，委託者である県に帰属し，県はこれらを無償で自由に改編し，
二次利用することができるものとする。 

 
７ その他 



  (1)  上記のほか，事業の実施において必要な事項については，事前に県と十分協議 
すること。 

 
 (2) 企画提案された計画に基づき実施していくが，詳細な業務の実施計画や計画変 
     更については，県と調整の上実施すること。 
    
 (3) 本委託事業は，令和７年度当初予算の成立を前提として募集を行うものである 
     ため，当該予算が成立しない場合など，状況により内容変更や事業の中止が生じ 
     る可能性があることについて了承の上応募すること。  
       また，内容変更が生じた場合は，応募書類の再提出や追加書類の提出を求める 
     場合がある。 


